
復
興
庁
設
置
法
案

新
旧
対
照
条
文

○

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
第
八
十
九
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

○

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

○

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
第

号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７

○

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10



－ 1 －

○

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

２

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

（
新
設
）

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
人
」
と
、
同
項
た
だ

し
書
中
「
十
七
人
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
人
」
と
す
る
。



－ 2 －

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

第
二
条
の
二

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が

（
新
設
）

廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
一
項
第
八
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
二

及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電

所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も
の
並
び
に
第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
に
掲
げ

る
事
務
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
な
い
。

（
組
織
の
構
成
の
特
例
）

第
二
条
の
三

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
の
規

（
新
設
）

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
国
家
行
政
組
織
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
復

興
庁
及
び
国
家
行
政
組
織
法
」
と
す
る
。

（
副
大
臣
の
定
数
等
の
特
例
）

第
三
条
の
二

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ

（
新
設
）

る
ま
で
の
間
は
、
副
大
臣
の
定
数
は
、
復
興
副
大
臣
の
職
を
兼
ね
る
者
を
除
き

、
三
人
と
す
る
。

２

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
副
大
臣
の
職
を
兼
ね
る
副

大
臣
は
、
内
閣
官
房
長
官
又
は
特
命
担
当
大
臣
の
命
を
受
け
、
内
閣
府
の
所
掌

事
務
（
大
臣
委
員
会
等
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
東
日
本
大



－ 3 －

震
災
か
ら
の
復
興
に
関
連
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い

て
「
東
日
本
大
震
災
復
興
関
連
事
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
政
策
及
び
企
画
を

つ
か
さ
ど
り
、
東
日
本
大
震
災
復
興
関
連
事
務
に
係
る
政
務
を
処
理
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
復
興
副
大
臣
の
職
を
兼
ね
る
副
大
臣
に
つ
い
て
の
第
十
三

条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
前
段
」
と
す
る
。

（
大
臣
政
務
官
の
定
数
等
の
特
例
）

第
三
条
の
三

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ

（
新
設
）

る
ま
で
の
間
は
、
大
臣
政
務
官
の
定
数
は
、
復
興
大
臣
政
務
官
の
職
を
兼
ね
る

者
を
除
き
、
三
人
と
す
る
。

２

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
大
臣
政
務
官
の
職
を
兼
ね

る
大
臣
政
務
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
又
は
特
命
担
当
大
臣
を
助
け
、
東
日
本
大

震
災
復
興
関
連
事
務
に
係
る
政
策
及
び
企
画
に
参
画
し
、
東
日
本
大
震
災
復
興

関
連
事
務
に
係
る
政
務
を
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
復
興
大
臣
政
務

官
の
職
を
兼
ね
る
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
前
段

」
と
す
る
。



－ 4 －

○

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
三
章

削
除

第
三
章

東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
（
第
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

第
四
章

復
興
庁
の
設
置
に
関
す
る
基
本
方
針
（
第
二
十
四
条
）

第
四
章

復
興
庁
の
設
置
に
関
す
る
基
本
方
針
（
第
二
十
四
条
）

附
則

附
則

第
三
章

削
除

第
三
章

東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部

第
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で

削
除

第
十
一
条
～
第
二
十
三
条

（
略
）



－ 5 －

○

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
の
代
行
）

（
国
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
の
代
行
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

環
境
大
臣
は
、
復
興
庁
の
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
総
合
調
整
の
下
、
関

２

環
境
大
臣
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
の
総
合
調
整
の
下
、
関
係
行

係
行
政
機
関
の
長
と
連
携
協
力
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
の
収

政
機
関
の
長
と
連
携
協
力
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
の
収
集
、

集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

運
搬
又
は
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）



－ 6 －

○

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
第

号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
が
作
成
し
た
復
興
特
別

定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
域
基
本
方
針
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
等
に
関
す
る
提
案
）

（
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
等
に
関
す
る
提
案
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
関
係
行
政
機
関
の
長

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
関
係
行
政
機
関
の
長

の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
新
た
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
新
た
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
の
変
更
の
案
を

る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
が
作
成
し

作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
の
変
更
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）



－ 7 －

○

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次

第
二
十
二
条

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
治
安
の
確
保
」
の
下
に
「
、
人
事
行
政
の
公
正
の
確
保

第
三
条
第
二
項
中
「
治
安
の
確
保
」
の
下
に
「
、
人
事
行
政
の
公
正
の
確
保

」
を
、
「
推
進
」
の
下
に
「
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
」
を
加
え
る
。

」
を
、
「
推
進
」
の
下
に
「
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

各
行
政
機
関
が
そ
の
職
員
に
つ
い
て
行
う
人
事
管
理
に
関
す
る
方
針

十
九

各
行
政
機
関
が
そ
の
職
員
に
つ
い
て
行
う
人
事
管
理
に
関
す
る
方
針

及
び
計
画
そ
の
他
の
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に

及
び
計
画
そ
の
他
の
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に

関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

第
四
条
第
三
項
第
五
十
四
号
の
四
を
削
り
、
同
項
第
五
十
九
号
の
次
に
次
の

第
四
条
第
三
項
第
五
十
四
号
の
四
を
削
り
、
同
項
第
五
十
九
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一
号
を
加
え
る
。

五
十
九
の
二

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百

五
十
九
の
二

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百

三
十
一
条
に
規
定
す
る
事
務

三
十
一
条
に
規
定
す
る
事
務

第
四
条
第
三
項
中
第
六
十
二
号
を
第
六
十
三
号
と
し
、
第
六
十
一
号
の
次
に

第
四
条
第
三
項
中
第
六
十
二
号
を
第
六
十
三
号
と
し
、
第
六
十
一
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
二

公
務
員
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
四
条

六
十
二

公
務
員
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
事
務

第
二
項
に
規
定
す
る
事
務

第
七
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三

第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
及
び
第
三
項
第
六
十
二
号
に
掲
げ

第
十
一
条
の
三

第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
及
び
第
三
項
第
六
十
二
号
に
掲
げ

る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
命
担
当
大
臣
を
置

る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
命
担
当
大
臣
を
置
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き
、
当
該
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

き
、
当
該
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
消
費
者
庁
」
を
「
、
消
費
者
庁
及
び
公
務
員
庁

第
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
消
費
者
庁
」
を
「
、
消
費
者
庁
及
び
公
務
員
庁

」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
大
臣
委
員
会
等
」
の
下
に
「
、
人
事
公
正
委
員
会
」

第
十
六
条
第
二
項
中
「
大
臣
委
員
会
等
」
の
下
に
「
、
人
事
公
正
委
員
会
」

を
加
え
、
「
及
び
消
費
者
庁
」
を
「
、
消
費
者
庁
及
び
公
務
員
庁
」
に
改
め
る

を
加
え
、
「
及
び
消
費
者
庁
」
を
「
、
消
費
者
庁
及
び
公
務
員
庁
」
に
改
め
る

。

。

第
三
十
七
条
第
二
項
の
表
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
の
表
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
項
を
削
る
。

第
四
十
条
第
三
項
の
表
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

第
四
十
条
第
三
項
の
表
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

第
六
十
四
条
の
表
国
家
公
安
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
四
条
の
表
国
家
公
安
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

人
事
公
正
委
員
会

国
家
公
務
員
法

人
事
公
正
委
員
会

国
家
公
務
員
法

第
六
十
四
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
四
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

公
務
員
庁

公
務
員
庁
設
置
法

公
務
員
庁

公
務
員
庁
設
置
法

第
六
十
六
条
中
「
九
十
七
」
を
「
九
十
五
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
中
「
九
十
七
」
を
「
九
十
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
一
項

附
則
第
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
一
項

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
が
置
か
れ

各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
が
置
か
れ

て
い
る
間
、
公
務
員
庁
設
置
法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

て
い
る
間
、
公
務
員
庁
設
置
法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

る
。

附
則
第
三
条
の
表
当
分
の
間
の
項
中
「
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「

附
則
第
三
条
の
表
当
分
の
間
の
項
中
「
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「

附
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

前
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

ま
で
の
間
の
項
中
「
附
則
第
二
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
に
改

間
の
項
中
「
附
則
第
二
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
一
条
の
三
の
特
命
担
当
大
臣
は
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、

２

第
十
一
条
の
三
の
特
命
担
当
大
臣
は
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、

国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
、
附
則
第
二
条
第
一

国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
、
前
条
第
一
項
に
規

項
に
規
定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
と
す
る
。
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附
則
第
五
条
第
一
号
中
「
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
二
条

附
則
第
五
条
第
一
号
中
「
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
二
条

第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
附
則
第
二
条
第
二
項
」
を
「
附

第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
附
則
第
二
条
第
二
項
」
を
「
附

則
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

則
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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○

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
復
興
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条

復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
一
部
を

（
新
設
）

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
の
表
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
家
公
務
員
法
（

第
三
十
二
条
第

内
閣
府

内
閣
府
及
び
復
興
庁

昭
和
二
十
二
年
法

一
項

律
第
百
二
十
号
）

第
四
十
七
条
第

内
閣
府

内
閣
府
、
復
興
庁

一
項
、
第
百
六

十
四
条
第
二
項

及
び
第
四
項
並

び
に
第
百
六
十

八
条
第
一
項

第
四
十
八
条
第

及
び
内
閣

、
内
閣
府
及
び
復
興
庁

一
項

府


